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市民税・県民税のお知らせ
特集１

市民税・県民税を納める人 市民税・県民税が課税されない人

●所得割・均等割ともに課税されない人
本年１月１日現在、次のいずれかに該当する人
生活保護法の規定による生活扶助を受けてい
る
障害者、未成年者、寡婦（夫）で、前年の合計
所得金額が１２5万円以下

●所得割が課税されない人
次のいずれかに該当する人
扶養親族がいない➡前年の総所得金額等が３5
万円以下
扶養親族がいる➡前年の総所得金額等が３5万
円×（１＋扶養親族数）＋３２万円以下

●均等割が課税されない人
次のいずれかに該当する人
扶養親族がいない➡前年の合計所得金額が３２
万円以下
扶養親族がいる➡前年の合計所得金額が３２万
円×（１＋扶養親族数）＋１8万９０００円以下

Ｑ．「収入」と「所得」は何が違うのですか？
Ａ．「収入」から一定の経費相当分を差し引いたもの
を「所得」といいます。

税額
●所得割
所得に応じて課税されます
●均等割
一定の所得がある人に一律に課税されます
市民税➡３5００円
県民税➡２０００円

納付方法
次のいずれかの方法で納付してください。
●普通徴収
各納期限（下表）までに金融機関等で直接納付す
るか、クレジットカード・口座振替により納付
●給与からの特別徴収
６月から翌年５月までの給与から引き落として、
給与支払者が納付
●公的年金からの特別徴収
本年４月１日現在、６5歳以上の年金受給者は、
公的年金所得に係る市民税・県民税を公的年金
から天引きして、年金支払者が納付

Ｑ．今年３月に退職し、現在の収入は公的年金だけ
です。給与分の所得が減ったのに市民税・県民税額
が前年と変わっていないのはなぜですか？
Ａ．市民税・県民税は前年（１月～１２月）中の所得金
額に対して課税されるためです。本年中の所得金額
が前年中の所得金額より減少した場合、翌年度の税
額は今年度の税額より減少することが見込まれます。

納期限一覧

第１期（全期前納） ６月30日㈫

第２期 ８月31日㈪

第３期 11月２日㈪

第４期 来年２月１日㈪

※市民税・県民税が課税されない人には納税通
知書を送付しません。

今年度の市民税・県民税は、本年１月１日
現在、市内に住んでおり、前年中に一定の
所得がある人に課税されます。

よくある質問にお答えします！
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問▶市民税課（☎〈７１〉２２１4）

Ｑ．収入は公的年金だけですが、納税通知書の所得
等内訳欄の「雑所得」に金額が記載されていました。
なぜですか？
Ａ．公的年金の収入金額を「所得」に計算したものを
「雑所得」というためです。

Ｑ．夫の扶養家族になっていますが、なぜ納税通知
書が届くのですか？
Ａ．給与所得３8万円（収入１０３万円）までは税金上の
扶養に入ることができますが、市民税・県民税は扶
養家族であっても所得が３２万円（収入９７万円）を超え
ると均等割が課税されるためです。

Ｑ．市民税・県民税が公的年金から特別徴収(天引
き）されていますが、４月・６月の年金振込通知書
の個人住民税額と、納税通知書の金額が異なってい
ました。どちらの金額が正しいのですか？
Ａ．納税通知書の金額が正しいです。
いったんは年金振込通知書の個人住民税額が天引き
されますが、この額と納税通知書の金額に差異があ
る場合は、過払い分の還付等により８月頃に清算さ
れます。

市民税・県民税の減額又は免除

❶生活保護減免
本年１月２日以降に生活保護法の規定による保
護を継続して受けている
❷死亡減免
本年１月２日以降に死亡し、前年中の合計所得
金額が5００万円以下
※納税通知書は遺族に送付します。
❸勤労学生減免
本年１月１日現在、勤労による所得がある学生・
生徒で、前年中の合計所得金額が６5万円以下で、
そのうち自己の勤労によらない所得が１０万円以
下
❹所得減少減免
単身世帯もしくは控除対象配偶者又は扶養親族
がいて、前年中の合計所得金額が5００万円以下
であり、病気・会社都合による退職等で、本年
中の合計所得金額が前年中の合計所得金額の半
分以下になると見込まれる
❺災害減免
火災等、災害により被害を受けた

減額又は免除の対象となる税額
❶❷❸➡申請日以後に納期が到来する市民税・
県民税額の全額
❹➡申請日以後に納期が到来する市民税・県民
税額の半額
❺➡被害の状況に応じて定められた額

申請方法
各申請期限までに、申請書と添付書類（下記参
照）を持って市民税課へ。
申請期限▶❶～❹➡各納期限（左ページ表参照）　
❺➡災害の日から３０日以内
※申請書は同課・市HPで配布。

添付書類
❶➡なし。ただし、本年１月２日以降に転出し
た場合は、転出先の自治体で生活保護を受けて
いることを証明する書類
❷➡なし
❸➡在学を証明する書類（学生証、卒業証書等）
❹➡所得減少の理由を証明する書類（雇用保険
受給資格者証等）及び本年の所得内訳がわかる
書類（給与明細等）
❺➡り災の程度を証明する書類等

次の●❶～●❺に該当する人は、申請により市
民税・県民税が減額又は免除される場合が
あります。

市民税・県民税の課税対象者には、６月中旬以降に納税通知書を送付します。
※給与からの特別徴収に関しては、給与支払者宛に送付済です。
※新型コロナウイルス感染症の影響による徴収の猶予については、３ページを参照。




